
　
あ
き
る
野
市
長
選
挙
は
、
９
月
29

日
㈰
に
告
示
、
10
月
６
日
㈰
が
投
票

日
で
す
。

▽
期
日
前
投
票
　
投
票
日
当
日
に
仕

　
事
や
旅
行
な
ど
で
、
投
票
所
へ
行

　
く
こ
と
が
で
き
な
い
方
は
、
選
挙

　
の
告
示
の
翌
日
か
ら
選
挙
期
日
の

　
前
日
ま
で
、
市
役
所
な
ど
で
期
日

　
前
投
票
が
で
き
ま
す
。

▽
不
在
者
投
票
　
投
票
日
当
日
に
出

　
張
な
ど
で
市
外
に
滞
在
し
て
い
る

　
方
、
入
院
中
や
老
人
ホ
ー
ム
な
ど

　
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
︵
マ
ル

乳
︶
は
、
所
得
の
制
限
が
あ
り
ま
せ

ん
。
マ
ル
乳
の
医
療
証
を
お
持
ち
で

な
い
方
は
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助
成
制

度
︵
マ
ル
子
︶
は
、
前
年
の
所
得
を

基
に
該
当
の
可
否
を
審
査
し
ま
す
。

現
在
、
所
得
制
限
で
マ
ル
子
の
医
療

証
を
お
持
ち
で
な
い
方
で
、
平
成
30

年
中
の
所
得
が
、
別
表
の
制
限
額
を

超
え
て
い
な
い
方
は
、
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

※
マ
ル
乳
と
マ
ル
子
は
、
毎
年
10
月

　
１
日
で
新
し
い
医
療
証
に
切
り
替

　
に
入
所
し
て
い
る
方
で
、
あ
き
る

　
野
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

　
て
い
る
方
は
、
不
在
者
投
票
が
で

　
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
選
挙
管
理

　
委
員
会
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

　
い
。

▽
郵
便
等
投
票
　
選
挙
人
で
身
体
に

　
重
度
の
障
が
い
が
あ
り
、
投
票
所

　
へ
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
方
は
、

　
郵
便
な
ど
で
投
票
が
で
き
ま
す
。

　
投
票
す
る
た
め
に
は
、
事
前
に
郵

　
便
等
投
票
証
明
書
の
交
付
を
受
け

　
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
こ
の

　
証
明
書
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が

　
で
き
る
方
は
、
自
ら
投
票
の
記
載

　
が
で
き
る
方
で
、
表
１
の
い
ず
れ

　
か
に
該
当
す
る
方
で
す
。

▽
代
理
記
載
制
度
︵
郵
便
等
投
票
に

　
該
当
す
る
方
で
、
自
分
で
投
票
の

　
記
載
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

　
方
︶
　
表
２
の
い
ず
れ
か
に
該
当

　
し
、
あ
ら
か
じ
め
投
票
に
関
す
る

　
記
載
を
さ
せ
る
方
︵
選
挙
権
が
あ

　
る
方
に
限
る
︶
を
選
挙
管
理
委
員

　
会
に
届
け
出
て
﹁
郵
便
等
投
票
証

　
明
書
︵
代
理
記
載
用
︶
﹂
の
交
付

　
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
証
明
書
の
交
付
申
請
　
本
人
か
代

　
わ
り
ま
す
。
現
在
、
マ
ル
乳
や
マ

　
ル
子
の
医
療
証
を
お
持
ち
の
方

　
で
、
10
月
１
日
以
降
も
引
き
続
き

　
該
当
す
る
方
は
、
９
月
末
ま
で
に

　
新
し
い
医
療
証
を
送
付
し
ま
す
の

　
で
、
新
た
に
申
請
す
る
必
要
は
、

　
あ
り
ま
せ
ん
。

※
有
効
期
限
が
切
れ
た
医
療
証
に

　
は
、
重
要
な
個
人
情
報
が
含
ま
れ

　
ま
す
の
で
、
ご
自
身
で
破
棄
し
て

　
く
だ
さ
い
。

▽
対
象

　●

マ
ル
乳
…
小
学
校
就
学
前
の
乳
幼

　
児

　●

マ
ル
子
…
父
か
母
の
所
得
︵
ど
ち

　
ら
か
高
い
方
︶
が
制
限
額
を
超
え

　
て
い
な
い
、
小
学
校
１
年
生
か
ら

　
中
学
校
３
年
生
ま
で
の
方

※
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
方
、

　
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
︵
マ
ル

　
障
︶
の
医
療
証
︵
負
担
者
番
号
８

　
０
１
３
７
４
９
０
︶
か
、
ひ
と
り

　
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
︵
マ
ル

　
親
︶
の
医
療
証
︵
負
担
者
番
号
８

　
１
１
３
７
４
９
９
︶
を
お
持
ち
の

　
方
は
、
対
象
外
で
す
。
現
在
受
け

　
て
い
る
制
度
を
引
き
続
き
ご
利
用

　
く
だ
さ
い
。

▽
助
成
内
容
な
ど

　●

マ
ル
乳
…
疾
病
や
負
傷
に
係
る
医

　
療
保
険
の
自
己
負
担
分
を
助
成
し

　
ま
す
。

　●

マ
ル
子
…
入
院
、
調
剤
、
訪
問
看

　
護
の
場
合
、
医
療
保
険
の
自
己
負

　
担
分
を
助
成
し
ま
す
。
通
院
︵
柔

　
道
整
復
な
ど
の
施
術
を
含
む
︶
の

　
場
合
、
医
療
保
険
の
自
己
負
担
分

　
か
ら
一
部
負
担
金
︵
１
回
２
０
０

　
円
上
限
︶
を
控
除
し
た
額
を
助
成

　
し
ま
す
。

※
食
事
療
養
標
準
負
担
額
を
除
く

▽
申
請
に
必
要
な
も
の
　
は
ん
こ
、

　
対
象
児
童
と
保
護
者
︵
父
母
︶
の

　
健
康
保
険
証
、
本
人
確
認
書
類

　
理
の
方
が
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど

　
を
お
持
ち
の
上
、
申
請
し
て
く
だ

　
さ
い
。

▽
申
請
・
問
合
せ
　
選
挙
管
理
委
員

　
会
事
務
局

　
︵
運
転
免
許
証
な
ど
︶

※
そ
の
他
要
件
に
よ
り
、
必
要
と
な

　
る
書
類
が
あ
り
ま
す
。

▽
申
請
・
問
合
せ
　
子
ど
も
政
策
課

　
子
ど
も
政
策
係
、
五
日
市
出
張
所

　
市
民
総
合
窓
口
係
︵
申
請
の
み
︶

　
10
月
１
日
㈫
か
ら
幼
児
教
育
や
保

育
の
施
設
な
ど
を
利
用
す
る
保
護
者

の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
保
育
料

等
が
無
償
化
さ
れ
ま
す
。

　
施
設
種
別
ご
と
に
無
償
化
の
内
容

や
対
象
と
な
る
児
童
、
必
要
な
手
続

き
な
ど
が
異
な
り
ま
す
︵
一
覧
表
︶
。

▽
そ
の
他
　
同
一
世
帯
で
２
人
以
上

　
の
児
童
が
保
育
所
な
ど
を
利
用
し

　
て
い
る
方
に
適
用
さ
れ
て
い
る
保

　
育
料
の
軽
減
措
置
は
、
10
月
１
日

　
以
降
も
引
続
き
実
施
さ
れ
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
保
育
課
保
育
係

あきる野市役所　☎（042）558－1111（代） 令和元年（2019年）９月１日　（２）
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あ
き
る
野
市
長
選
挙
　
投
票
日
は
10
月
６
日
㈰
で
す

乳
幼
児
医
療
費

助
成
制
度
（
マ
ル
乳
）
と

義
務
教
育
就
学
児
医
療
費

助
成
制
度
（
マ
ル
子
）
の

　
申
請
は
お
済
み
で
す
か

10
月
１
日
か
ら

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
が
始
ま
り
ま
す

別表　義務教育就学児医療費助成制度所得制限額

一覧表

表１　郵便等投票対象者

※条件により所得から控除できる金額があります。

扶養人数

０人

１人

２人

３人以上

所得制限額

６２２万円

６６０万円

６９８万円

１人増すごとに

38万円を加算します

表２　代理記載制度対象者

障害などの区分

対象施設

現在通っている対象施設ごとに無償化の内容や対象児童は異なりますので、上の表で確認してください。

対象者 内容 手続き

障害などの

区分

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

身体障害者

手帳

両下肢・体幹・移動機能

免疫・肝臓

１級または２級

１級または３級

１級から３級

要介護５

特別項症から

第２項症

特別項症から

第３項症

心臓・じん臓・呼吸器・

ぼうこう・直腸・小腸

両下肢・体幹・移動機能

要介護状態区分

心臓・じん臓・呼吸器・

ぼうこう・直腸・小腸

戦傷病者

手帳

介護保険の

被保険者証

上肢または視覚

上肢または視覚

１級

特別項症から第２項症

障害などの程度

障害などの程度

認可保育所（私立、
公立ともに）

小規模保育事業

・３歳～５歳児クラス全員
・０歳～２歳児クラスの住民税非
　課税世帯の在園児

・月額の保育料を無償化
・給食費は保護者負担
※延長保育の費用は対象外

・不要

・住民税非課税世帯の在園児 ・月額の保育料が無償 ・不要

認定こども園
（ほうりんじ幼稚園、
多摩川幼稚園、くさば
な幼稚園、すもも木幼
稚園）

・①教育認定を受けた満３歳～５
　歳児クラス（１号児）全員
・②保育認定を受けた３歳～５歳
　児クラス（２号児）全員と０歳
　～２歳児クラス（３号児）の住
　民税非課税世帯の在園児

・月額の保育料を無償化
・給食費やバス代などは保護者負
　担
・①のうち保育要件（就労など）
　がある方は、預かり保育の利用
　料が日額450円を上限に無償化

・不要
※①のうち保育要件（就労など）
　があり、預かり保育を利用する
　方は、申請書と保育認定に必要
　な書類を園に提出

幼稚園
（秋川幼稚園、秋川文
化幼稚園）

認証保育所、その他の
認可外保育施設

市外の保育施設など

・満３歳～５歳児クラス全員 ・月額の保育料のうち25,700円
　を上限に無償化
・給食費やバス代などは保護者負
　担
・保育要件（就労など）がある場
　合は、預かり保育の利用料が日
　額450円を上限に無償化

・対象者全員が申請書を園に提出
・保育要件（就労など）がある方
　は、申請書に加えて保育認定に
　必要な書類を園に提出

・保育要件（就労など）がある３
　歳～５歳児クラス全員
・保育要件（就労など）がある０
　歳～２歳児クラスの住民税非課
　税世帯の在園児

・月額の保育料のうち37,000円
　（０歳から２歳児の場合は
　42,000円）を上限に無償化
・給食費などは保護者負担

・対象者全員が申請書と保育認定
　に必要な書類を園に提出
※既に認可保育所の入所申込みを
　行い、保育認定を受けてる在園
　児は、申請不要

一時預かり、病児・病
後児保育、ファミリー
・サポート・センター
事業

・保育要件（就労など）がある３
　歳～５歳児クラス全員
・保育要件（就労など）がある０
　歳～２歳児クラスの住民税非課
　税世帯の在園児
※認可保育所、小規模保育事業、
　認定こども園（２・３号児）の
　在園児は対象外

・１か月当たりの利用料合計額の
　うち37,000円（０歳から２歳
　児は42,000円）を上限に無償
　化

・申請書と保育認定に必要な書類
　を市に提出
※保育認定がない場合は、無償化
　の対象にはなりませんので、手
　続きは不要です。

平
成
29
年
度
　
東
京
都
入
選

　
　
　
　
　
　
　
　
堀
越
健
吾
さ
ん

　
　
　
　
　
　
西
中
学
校
３
年
（
当
時
）

し
っ
ぺ
い


